
■シェアと共有■ 

ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 179号 

こんにちは、松村拓也です。 

E-Mailと Facebookで松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。 

名刺交換した方や、突然思い出した方にもお届けしますので、ご迷惑であればお知らせください。 

できれば勤務先でなく、個人のアドレスにお届けしたいので、ご連絡ください。 

ご意見、ご質問大歓迎です。 

・・・・・・・・・・・・・・・ 
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1. ブログから：シェアと共有 

 

地主クラブとは、土地の所有権を活用できずにいる地主が仲間を募り、所有権を分かち合う取り組みのこと。 

笑恵館クラブや名栗の森オーナーシップクラブは、いずれもこのコンセプトに基づいている。 

しかし、ここで言う「分かち合う」とは共同所有のことであり、シェアリングとは意味が違う。 

今日はこのことについて、少し考えたい。 

 

シェアとは、配分とか比率という意味を持ち、「分かち合う」という言葉にふさわしい。 

ワークシェアやカーシェアのように一つの物事を時間で分け合ったり、シェアハウスのようにスペースを分け合

うなど、一つのものを細分化することで使用効率を高める考え方だ。 

一方、共有とは細分化せず複数の人が共に所有すること。 

もちろんシェアする使い方も含まれるが、みんなで一緒に使うこともある。 

だが、それ以上に違うのは、自分で使う以外の所有権も共有することだ。 

 

例えば、他の人に又貸しするとか、それで収益を得るとかは、シェアの範囲を逸脱する。 

シェアとは基本的に物事を分け合うことなので、収益についても分け合うのがシェアの基本だ。 

物事は分割可能だが、権利は分割できない。 

シェアメンバーはシェアハウスを「自分の家」とは言えないが、家族なら例え子供でも「僕の家」と言える。 

所有権の共有とは、まさに「家族」の関係を意味することになる。 

 

「家族」と言えば、普通は親子などの血縁関係を意味するので、共有が「家族」を意味すると言っても違和感を

感じるかもしれない。 

だが、「家族」の中心である夫婦は血縁の無い赤の他人だし、子どもが生まれなければ養子を迎えることもある。 



むしろ「家族」とは、「財産を共有し引き継ぐための組織」と言い換えた方が正しいのではないかと僕は思う。 

 

そもそも地主クラブを思いついたのは、地主が孤立しているから。 

空き家や放棄地などが増えるのは、いずれも地主の後継者がいないせいだ。 

だが、後継者とは家族のことであり、土地の継承には家族が欠かせない。 

昔の地主にとっての家族とは、後継者を育てる家制度という仕組みだったのが、今では財産を共有する血縁者組

織となっている。 

 

土地や家も単なる財産となり、所有者が亡くなれば相続人に分配されるが、これは財産のシェアでなく分割だ。 

シェアとは 1つの財産を分割せず、臨機応変に分け合うことに意味がある。 

だが、財産は結局分割され、配分されてしまい、使いづらいこま切れ状態になってしまう。 

 

共有とは、一つの物事を分かち合うだけでなく、みんなが持ち寄ってまとめることでもある。 

かつて領主や地主が統治していた土地が、相続や売却によって細分化されたのが現状だ。 

それらの土地は、さらなる分割配分のために売却され、使い道のない空き家が増え続けていくだろう。 

だが、今必要なことは分割や配分でなく、連携や共有によって新しい地域社会を生み出すことだ。 

住みやすい地域、商売しやすい地域、子育てしやすい地域などを作ることを「国づくり」と僕は呼ぶ。 

 

お金でなく、権利こそが財産だと僕は思う。 

換金せず、モノの状態で分かち合う「シェアリング」は素晴らしいが、モノでなく所有権そのものを分かち合う

「共有」の実現を僕は目指したい。 

そして、共有する仲間を作ることで、崩壊した家族を再生し、持続可能な社会を目指したい。 

 

http://nanoni.co.jp/20181008/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

2. トピックス：10/12カプラー交流会 

 

ご存知の方も多いと思うが、カプラーについてちょっと説明を。 

僕が以前、世田谷区役所の中で起業支援事業「せたがやかやっく」を請け負った時、相談に集まった市民起業家

たちと一緒に 2007年 NPO法人カプラーを設立した。 

カプラーとは連結器のことで、ビジネスと地域社会を連結することで起業を促進することを意味している。 

その後、せたがやソーシャルビジネスコンテストなどを開催し、多くの起業家たちと交流し、現在運営する笑恵

館のオーナーともそこで出会った。そして、東日本大震災を受けてアントレハウス駒沢を開設し、日本の破たん

に立ち向かおうと考えたが、なぜか日本は破たんせず、やがて世田谷区が「せたがやかやっく」事業を打ち切っ

たので、僕も笑恵館に拠点を移すことにした。 

カプラーは、三軒茶屋を拠点に活動していたので、僕は移動に際し理事長を皆本君に引き継いだが、今でも交流

会には顔を出すようにしている。 

 

NPO法人カプラー 起業交流会 

日時：毎月第 2，4金曜日 19-21時 



場所：三軒茶屋キャロットタワー3階 市民活動支援コーナー 

http://www.setagaya-ldc.net/support/ 

 

内容は、起業に関する近況報告とよろず相談です。 

僕は、第 2金曜日に参加していますが、参加無料なので気軽にお越しください。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. 今後の予定：今週・来週以降 

 

凡例 ○面談歓迎：来て下さればあなたの面談を優先。 

   ◎呼出歓迎：あなたのお誘いを優先、訪問可能。 

   ●同行可能：僕の訪問先にお連れします。 

   ★参加可能：あなたも参加可能なイベント。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（月）10/08 ○なのに作業日（青葉台） 

（火）10/09 ○なのに作業日（青葉台） 

（水）10/10 ○なのに作業日（青葉台、午後鎌倉） 

（木）10/11 ○午後から笑恵館で面談可 

 15-17時 ★日本土地資源協会経営会議（笑恵館） 

 17-19時 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

（金）10/12 ○なのに作業日（青葉台） 

19-21時 ★カプラー起業交流会（三茶） 

（土）10/13 ○終日笑恵館で面談可 

 13-18時 ★地主クラブ（笑恵館） 

（日）10/14 ○作業日 

 

■その後のイベント 

10/18 ★なるほどデイ・持ち寄り食事会（笑恵館） 

10/20 ★地主クラブ（笑恵館） 

10/21 ★御宿グッドネイバーズ（御宿） 

10/25 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

10/28 ★名栗の森オーナーシップクラブ例会（飯能） 

11/08 ★日本土地資源協会経営会議（笑恵館） 

11/08 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

11/09 ★カプラー起業交流会（三茶） 

 

相談のある人、一杯やりたい人、歓迎です。 

松村の予定はこちらで随時公開しています。http://nanoni.co.jp/schedule 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

4. アクセスポイント：問い合わせ先 



 

松村拓也 

メール takuya@nanoni.co.jp 

携 帯 090-9830-3669 

自 宅 株式会社 なのに(平社員) 

〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘 3-15-1 

http://nanoni.co.jp/ 

職 場 一般社団法人 日本土地資源協会(代表理事) 

http://land-resource.org/ 

笑恵館 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19 

http://shokeikan.com/ 

メール配信をご希望の方はこちら 

http://land-resource.us10.list-manage.com/subscribe… 

フェイスブックグループはこちら 

https://www.facebook.com/groups/atamanonaka/ 


